
社会保険法の制定からみた

中国社会保障制度の現状と課題

l　　　　紅　敗

はじ皮）に

巾l上は、政情・開放1邪葦、経清はr一心成長を続けており、l上1民び〕／l清は豊かに

なっている一力で、都市部と農ィ、ほl；、附岸部と内陸部の地域によって人きな社

会的・締折的楕ガがあり、貧富の差も人きい。また　一人っJ′政策の効果などに

より少／・一灯齢化も宝と速に進むなど、深刻なネ1会問題を抱えており、社会「1勺不

満・小安も■喜はっていたn　また、社会保障制度の恩恵を亨受することができる

層は、郁llJ郡代民をはじめとする、比較的経済水準の†口】い古や経済水準の高い

地域の者となっている　一ノ∴　封会的弱1当に対する社会保障制厄は宣瀾されてお

らず、むしろネ【会保障制度がノ冊楕差をさらに拡大させていた。

そもそも、小国の現行の憲法においては、すへての国民の符†′lの発展と健康

保掛こ封するIl、像の貢務（第14条）、およびそのような祉会「l勺権利を■予受す

る国民の、1′等性の権利（第45条）を明確に定めており、また、IuJ33条にお

いては、rJ、の下の、1′等、公民の平等権を別記している‖　しかし、このように憲

法上においては、社会保障保険制度における【Ⅰ＼】家のぷ務、政策の普遍性、、l′等

作、統一刊が強調され叩言己されているが、でもこれまでは美際卜は公Leの倖利

と什会保障関係諸法の燕瀾闇腔視されており、社会保障制度は憲法の規定と人

きく習離しているのが現状である。

川民の不満を和らげるとともに、社会矛盾を緩和させ、社会問題を解決する

とともに、経済の発展を促進し、さらなる社会の安定・発展をもたらすために

は、政治11Ⅵこも綿羊酎畑こも、封会保険および社会福祉を含む社会保障制度のは

的整備を忍べ必要があった－，

こうした状況のもと、中国1政府は2006年から1社会保険は」の制定に着手
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祉会保険法の制定からみた■一陣削倉醐細腰の現状と課題（ども）

し、2007年の12月、全国人民代表大会常務委員会にその草案が提山された。

政府はネット上に草案を公開し、2009年2月15日を期限としてl司民の意見

や提案を英生した。寄せられた7力501件の意見1）を参考にして、同草案は

3年間で4度審議が行われ、2010年10月28日に全図人民代表入会にて「申

平人民共和回礼会保険法」（以下、社会保険法という）が止式に採択・公布さ

れた。

同法は、養老（年金）、医療、失業、労災、′仁台（山鹿・育児）の5種類の

保険を対象として、獅重社会保険の適用嘩囲、糸合付要件、イ矧緋、トの徴収、ネ1会

保険基金、社会保険の運用と管理などを明確に定め、申国における社会保険制

度の基本「輝枠阻みを定めた基本法として相関づけられており、2011年7Jll

nより施行された。

ところで、2004年9†1、小国政府が発／llした「申l玉1の社会イ邪棚況と政策」、

いわゆる社会保障白書によると、中国の社会保障制度は都市部と農相■郡の封会

保障制度から構成され、都市部における祉会保障制度は、養老保険、失業保険、

医酪保険、1二傷（明災）保険、′ト育（出産育児）保険、封会福祉、社会優待、

社会救済、住宅保障などが、他方、農村部の社会保障制度は、農村養老保険制

度、新型農村合作医療制度、闘村祉会救済などの分野から構成されている。

そこで本稿では、こうした状況を踏まえながら、まず祉会保険法の内裾こつ

いて概説したうえで、中国の社会保障制度の現状と課題について、考崇するこ

ととしたい。

－　社会保険法の概要

同法は、第1ホ・総則、第2・二†・基本養老保険、第3芹基本医療保険、第4章・

労災保険（申文・⊥傷保険）、第5章．失業保険、第6童：出席台児保険（巾

文：生再保険）、第7ト、，†・祉会保険料徴収、第8章．祉会保険基金、第9章

社会保険運営と管理、第10章：社会保険監督、第11章：法相責任、第12窄．

附則の、合百112ホ98条から椚成されている。以下、社会保険制度を中心に

l力容を紹介する。

－40－



社会保険法の制定からみた中国社会保障制度の現状と課題（呉）

1総則

総則では、第1条において、社会保険法の制定の目的を提′J、する。封会保険

制度を現職化し、公民（国民）が封会保険に加入し、ネi会保険待遇を享受する

合法的な梢益を擁護し、公民にその発展の成果をウ受させ、調和のとれた社会

の安定を促進させるため、適法に魅つき、本法を制定するとした。

また、第2条において、国家の貢務や国民のIk像からの社会保険給付を享

受する権利について定めているl）し郎ま、戎本養老保険、基本医療保険、労働災

筈保憤、失業保険、‖漉百児保険なとの社会保険制度を構築し、公民に対して

は、老後の′l活、疾病、労働災H、失業、出席といった状況において、同と社

会から物質的な援助を受ける権利を保障すべきであるとしているr、

保険占については、第7条において規定を有っており、合匹1の社会保険管

理業務は国務院社会保険右政J■耶門が、地方県級以しの地力人民政府の社会保険

行政部門が拍1するとしているn

労働組合の役割も塵調されており、第9条においては、労働糾合が法に基

づき職員労働弟の合法的な権益を保護し、ネl会保険の通人■甘糊に関する研究に

参画し、社会保険監習委員会に参加し、職昆坑・働者。川会保険権益について監

督を行う権限を石すると定めている。

2　基本養老保険

（1）被保険者

職員労働君は必ず基本益老保険に加入しなければならないとし、その一ノノで、

従業員を雇わない＝営業者や、非全l捕り労働者2）ぉよひし′j巾業労働省などの

非正規従業員にも加入賃楢を認めているが、その保険料は個人負相としている

（第10条）。

邦本義老保険基金については、紺柳勺に全l舶勺な規模で統　一された基金を構

築するとした（第64条）‖

（2）財源

基本養老保険制也闇、祉会統一基金（社会プール）と個人口座から構成され、
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什会保険き去の制定からみた申同封会保障制度の現状と課題（呉）

l机掛こついては、同家・企業・個人の　－者が負担する（第11条）。

保険料は、雇［1側と職u労働者がノーヒ同で納付するとしており、雇用側が納付

する保険料は祉会統一基金に記帳され、職員労働苗の納付分は、個人［l座に記

帳される（第10条、第12条）。最も注目すべきは、基本養老保険基金に給付

別源の不足が′jじた場合は、政府が補填することが明記されたことである（第

13条）。

（3）齢†、†要イ′lとその内容

量本養老金の給ィ、J額については、個人の累計納付年数、納付賃金、こ■i該地の

職＝労働者の平均賃金、個人口碑金敷、都市部の、17均寿命などの要素で確定さ

れると（第15条）、年金額の物価スライド制にも言及し、第18条において、

職u労働者の平均賞金増楯、物価L昇の動向などに基づいて、適時にJ．を木蓮老

イ矧玲隼令の給付水準を引き上げるとしている。

給付要件ついては、被保険石が保l捌三こlを累封15年納付し法定年齢（ワフ性は

満6（〕臆、女作は満50歳、女性幹部は満55歳）に達すれば、毎月基本イI金

を受取ることができ、累封15年に満たない場合には、15年に達するまで引

き続き保l馴こトを納付することができると規定している。また、新当り農利手l会養

老保険または都市部住民社会養老保険に転川することもできるとするなど、保

険加l人者の受給櫛を強化している（第16条）。

（4）その他の規定

被保険量が病宗あるいは仕事が原因でないことでタヒ亡した際に、遺族は非祭

補助令と遺族補助金を受け取ることができる。法定退職年齢に遮せず痛点ある

いは仕事が原l大1でないことで労働能力を完全に喪失した際には、障害手、1iを受

給することができる（第17条）。また、これまでは、地域を跨いだ就業には、

管理l▲の問題から一定の制限があったために、山稼ぎ労働古を中心に保険加入

に椚髄的で、結果仙こ低い加入ヰくをもたらしていた。このため、今回の法律では、

省を跨いでの就業にも、養老保険関係の移転を可能にし、保険加入年数も通算

できるようにした。個人（被保険苗）が法定退職咋齢に適して支給される年金
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社会保険法の制定からみた小l棚社会保障制度の現状と課題（呉）

額も、それぞれの実際の加入期間に応じてnl算し統一的に支給するものとし、

只休的な方法は国務院の規定による、としている（第19条）。同様の措椚は、

基本医療保険と失業保険にも規定が盛り込まれ、これを実現するために、全国

的に統一された社会保障番号を構築し、仙人の社会保障番りと公民身分証帆11

番けを統一する、とした（第58粂）

また、農村部においては、払†隠避老金と仰人目座出老金で構成された新型ノ畏

村社会蚕老保険制度の構築と整備を71うとしており、その財源は、仙人の納ィ、J、

集団の補助と政府の紬岬こよるものとした（第20集、第2】条）日

日木のIl～上民イl金に柏、！ける都市部の住は社会養老保倹制度の構築と整備も進

め、省、自清い、l輌執l】人民政府が、黒鯛虹映状に応じて、農村社会養老保険

と合研して‘夫施することができるようにした（第22条）。

3　基本医療保険

（1）被保険宵

張本医漬保険においても、職員一ソク働賞は必ず基本養老保険に仙人しなければ

ならないとし、抑制■椙と農村部とを問わずすべての刷り部門とそこに在職する

職員労働省にまで対象を広げた。

基本医療保険基金については、基本養老保険以外の保険は、それぞれ省のレ

ベルで基金を統合する（第64条）′

（2）財源

l欠療保険料は、雇川部l‖Jと仙人が川‖」で納ィ、Jするとし、l′げ†業パや非全日制

労働署およびl二川業労働ポにも貼本l矢療保険制度への加入のll【レ1を広げたが、

その場合の保険料は本人の負目とする（節23条）。

（3）その他の規定

農村部における匿撼保険制腰と、都IIJ部における椰巾酬i民張本医撼保険制

度の設立の規定も盛り込んだ。その肘漁は、個人の納ィ、」と政府の補助で構成さ

れ、′1滴保護対象者、労働能力を喪失した賞、低収入家庭で60歳以上のけr－齢
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ネ1会保険法の制定からみた小国社会保障制度の現状と課題（呉）

名と天成隼者などの保険料は、政府が補助を行うという形で、社会的弱者に刈

する配慮も盛り込まれた（第24条、第25条）。

退職削）医療保険についても規定を設け、医療保険に加入した者が法定の退

l馴齢に逢した場合、累封納ィ、J年数が国家規定の年数に達する場合、定年退職

後に保険料を納付することなく、lt～1の規定に基つき医療保険給付を受けること

ができるとしており、他方、その年数に満たない場合には、規定の年数に達す

るまで納＝することができるとした（第27条）。

医療サービス＝為を規阻化するとともに、コストを抑制するために、適用さ

れる典l晶日録や診療項目、医頂サービス施設の基準を制定し、急診、救急など

叫欠療fl川1は基本l矢痴保険基金から文机するとし、また、他地域で受診した際

の医琉賀川清算制度も構築するとしている（第28条、第29条）。

労災関係、外川での診療など基本医療イ矧検基金の給付範囲外の医療mmにつ

いても明確な規定を施した（第30条）。

4　労災保険

（1）被保険書と財源

適用対象は職長1労働満であり、保険料については、尼用側が職員労働者のIl

令総額に購づいて保険料を負糾し、職員労働者本人には納付の必要がないとし

た（節33条）。

保l紺料率は、日が、それぞれの職種の労働災害リスクの程度に基づいて、職

稚別に保陳料比ヰくを確定するとともに、各職種内においても、労働災害保険基

金の使用、労働災告発′1▲率などの状況などを参考にして保険料比率の等級を確

定するとした（第34条）。

（2）保険給ィ、J

保険給付については、第36条において、職員労働者が勤病中に、業務上の

原田で発′lした労政による負侮あるいは職業病に昭患した場合で、労働災害と

して認定されれば、労働災害給付を受けることができ、労働能力の喪失が認定

された場合には、障害ポ給付を受けることができると定められた。しかし、故
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社会保険法の制定からみた小国社会保障制度の現状と．課題（呉）

意犯罪、泥酔・麻薬中毒、白傷あるいは自殺、また法律、行政法規の規定外の

状況の場合には、労災認定しないとした（第37条）。労災認定に閲し、「丁二傷

保険条例」（2004年1Jl）に規定された「泊安閂f削こ違kLた子」為」による

負傷とr過失による犯消J為」によるn傷は、ツj・災に認定できない項Hから削

除された。

労災保険受給者が、基本養老保険年金の受給要作を満たした場合、労災給付

を停止し、基本養老保険齢日を受給させ、基本養老保険附、摘り災給付を卜回

る場合、労災保険基金から補助を子Jうと定めている（第40条）。

（3）その他の規定

雇用側が保険料を支払っていない場合は、屈m側の貢任で労災保険附を行

うとし、もし他用側がその叔務を怠って給付を履子」しない場合は、労災保険基

金から支払われる。そしてその後∴‖会保l釧料徴収機構が期1眼まで犀川帆から

徴収するが、耐11側が応じないl岩合には、社会保険料徴収機構が人民法院（裁

判伽に社会保険蝕川こ机1する仙）■Fの対lド、競売を申請することができ、競

亮で得た利益をネt会保険魚用と相殿するとした（第41条）り

5　失業保険

（1）被保倹月と田淵

職員労働弱は失業保険に加入しなければならず、保険料は鹿川部門と職員労

働月が川■1」で納ィ、」するとした（第44条）。

（2）給ィ、」要イ′lとそのl～舛

失業保険の給日を受けるには、失業保険胴1年以l納ィ、」していること、本

人の意思による成一削】断ではないこと、また失業要録と再就職豊録を済まして

いるという三つの条イ′‡を満たさなければならないとした（第45条）。

給付糾問については、失業晋が失業する前に在職していた介業と本人が保

険料を納付した粗目川が1ヰ以l、5隼来満の場卸）受齢期日りは12ケノJ、5イl

以上10年末満の場合の受給期間は最長で18ナナ1、10隼以卜の場合は上一之1く
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ネ1会保険法の制定からみた中国社会保障制度の現状と課題（ピ主）

24ケ月にわたって失業保険金を受給することができるとし、給付補は都市部

の住民最低生活保障基準をド回ってほならないとしている（第46条、第47条）。

（3）その他の失業保険約日

失業者は失業保険金を受給する期間巾に基本医療保険給付を受けることがで

き、そのl矢療保険料は失業保険基金から支払われ、失業者本人は納付しないと

した（第48条）。

また、旭川側は失業名に対して鹿川l対係の終′、或いは矧珠の占止明霞を作成

し、労働（屏川）陛日系の終了あるいは解除から15日以内に、ネl会保険管．哩機

桃へ抑拙一】の叔務をnう。欠業者は、その証明．巧の交ィ、丁を受けて指定の公八就

業サービス機構に失業登記を行わなければならないと規定している‖（第50条）

再就職した場合、徴兵され入隊した場合、海外に移住した場合、基本養老イ1

金が′受給される場合、またIl当な理由もなく、当該地政府の指定椰門あるいは

機構が斡旋した職業或いは職業訓練を拒否した場合などには、失業保険給付が

「11‥されるとしている（第51条）。

6　出産育児保険

‖硝満明傭閲とは、女ノM職員労働者が出羅育児のために暫時労働を中断した

際に経済rl勺な援助を子」う制度である。女性職員労働者は、必ず山鹿再犯保険に

加l人しなければならず、保険料は展用側が納付し、職員労働滑個人には納付の

義務がない（顎153条）。

山確百規保候の齢ィ、」においては、巾l上Ⅰの封会保険制度で初めて、被扶養書　用己

偶署）ぴ）糸合付についての規定も施している。川席台児給刊は、l矢二廉四川と台児

下、■iから構成され、雇用側が規定どおりに保険料を納ィ、」している場合、職H労

働者は日産保険の給ィ、」を受けることができるとし、職H労働晋の末就職の配偶

者は、国家の規定に」．仁づいて、l矢療出川の節付を一受け、必要な資金はH虎宵児

保険基金から支山されると定めている（第54条）。

また、55条・56集においては、川底育児保険から給付される医療班川と出

席台犯flの種類を定めており、山虎百リJ手当織は、被保険者の／」職先の前年
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度の職員労働粥の1日′均1モ金徹りこ基づいて支給されるとしている‖

7　社会保険料徴収

これまで、社会保険諸法が法仲化されていなかったため、保険料別口能ノJの

ある企業でもネl会イ那鋸こ加l人しなかったり、加入していてもH金総敗を偽って

納ィ、J額の軽刀戒を図ったり、甚だしさにやっては、納付を折再する例も多々あっ

たが、そうした企業に懲：‡71をノJえる法律lの根拠がなかったため、＝社会保

険料の徴収にL木博任をきたすこともあった。そうした刊抑こ対処するために、適

用例の社会保険登．1己、納付、て王．知義務、保険料滞納した場合の行政招関を規定

することになった‖

雇用側は、会封設音Uから30日以内に1該地のiL会保険閂叩機偶に社会保

険の豊録を子Jわなければならず、人を雇川する場合は、屁い入れ目から30日

以州こ職員‘制動君の社会保険を申請しなければならないと規定した（第57条、

第58条）。

また、脛川側が納付すべき社会保険料の余蝕を申告しなかった場合、保険利

の納付額は前月の納ィ、相好‖10％を徴収するとしている（第62条）。

鹿川側が社会保陳料を滞納した場合の行政の頗制措閏について、63条で次

のように定めているU屏川側が規定にしたがって社会イ刺捌、Iを納ィ、Jしない場合、

社会保険料徴収機構は期l眼を定めて完納するように命じ、雇用側が制限を過ぎ

でも完納しない場合、社会保険料徴収機構は、鈍行とその他の金融機牒‖こ、そ

の鹿川側の預金［1杯に牒ける照会ができる。々†了川側の頂金城高が保険料の㈲両

紙を卜lnlる場合、社会佃険料徴収機構は、■1該屈川部門に州保の捉〃〔を求め、鹿

川部門が担保を提倶しない場合、人民法院に、芹押、閉鎖、あき売を叫．漬し、そ

の競亮で得た利益で社会イ矧険料に允当するといった塵制措眉且定められたく）

8　社会保険基金

社会保険基金は、片肘こわたる脹lJ旧雅の弊‘＃として、職貢のあいまいさに

よる混乱や什撰さ、あけくは流用・捕領などの不ll寺Jズはでさまざまな。黒題が

あったので、今山の社会保倹浸、では、社会保険n理基準を新たに設けた。
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新しい社会保険越金では、逓木養老、基本医療、労災、失業、出座台児など

の保険の種粗ごとに帳筒を開設して計算することとし、国家の統一会計制度に

甚づいて執行されることになった。社会保険堀金は、1駆り支出金市川とし、い

かなる鮎織や仰l人の横領、流用も認めず、予算制を通じて収支が均衡した構令

調通力二　を実現するとしており、県レヘル以上の社会保険出金に支給小足が′1‾

じた場合には、補助を行うと定められている（第65条）。

また、祉会保険越金の閂f削こついても、財政の専用口凧こ預け入れ、H休的

な符理〟はは用務院が規定するとし（第68条）、殿賀運営規定に違ノ叉しては

ならず、汰仇　行政法規に違反して本来の目的以外のところに資金を流用して

はならないと定めている（第69条）。社会保険管理機構の社会保険加入状況

と社会保険基金の運営状況の公表義掛こついても規定が占封ナられた（第70条）。

9　社会保険の管理・運営

社会統・基金の対象地域に祉会保険管理・運営機構を設吊し、同管甲・運一真二†

機構は業務上の必豊に応じて関係部門の許吋を得たうえで、当路岨域に支（分）

機構とサービス拠点を設－1▲することができるとした（第72条）。

また、社含保険管叩・選科機脳髄、健令な業務、財務のために安全とリスク

管理制度を構築し、期日とおりに社会保険給付を全額支給しなければならない

としている（第73条）。

74条においては、革l会保険管理・運営機構の業務内容や貢掛こついて明相

な規定を子Jい、特に、社会保険加人名である雇用側と個人に対するサービスを

強化を強調している。

10　社会保険監督

第76集から第78条にわたっては、各級人比代ム大会、祉会保険行政部門、

財政部門・監査機胤など、社会保険J．玉食に対する監督管理と監査の強化とその

職ltiについて規定を．掛ナたU

また、社会保険を実施する地〟政府は、舶用部門代表、被保険者代表、労働

組合代表、中門家からなる社会保険既僧委烏会を詔l■／し、社会保険量食の収支、
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管叩、殿資運常の情況を把職したうえで分析して、社会保険車業に対する進「，

を行うと同時に、ネ1会的なl酢腎む挽化するとした（第80条）ノ

会封や個人肘掛の管理についての規定も設け、違反した場合の法的措置も定

め、社会保険を閂晰する組偶やそこに作職する職日は、被保険者である企業と

個人の情報を保彪する義務があり、いかなる形の漏洩もしてはならず（第81

条）、違反した場創こは、法彿こ址ついて処分すると規定した（82条）。また、

介業と個人がネ1会保険料徴収機構によって合法的な棉利が侵※された場斜こ

は、子」政訴訟を起こすことも一・J能であり、個人と雇川側川で社会保険に係る争

議が発′lした場合、．澗悼、仲裁、訴訟をなすことも・・†能であるとした（第83条）。

11法律責任

雇用部門が祉会保険の豊．盲Jを怠った場合、ネl会保険子了政部l廿から期限を定め

た改Il＿命令が卜され、期限が過ぎても命令どおりの改止が子」われない場合は、

、1う該雇用部PMこ対し、納付すへき金紬の1侶以13イi■り又卜〃）罰金が困され、

その担、一偶作苗に対しても500元以13000ノL以下の罰金が科される（第84

条）。

雇用部門が制限州こネl会保険料を完納しない場合、社含㈲隙杵鰍」叉機構から

期限を定めた納ィ、はたは不足分の納ィ、」を命じられ、滞納の始まったl湧、ら起算

して、10000分の5の率で滞納金が1－1紬で科される。期限が過ぎても納ィ、＝ノ

ない雇用部P≠二は、納付紬の1侶以上3倍以卜の罰金が科される（第86条）。

また、詐欺、偽造吾類などのィ、Ilh為で社会保険金を騙し取った場合、社会

保険行政部門は詐服された金蝕の返還を命じるとともに、貢′l板金衝の2情以

「5倍以卜の罰金を科すとした（第87条）。

本法の規定に違反し、基令の隠匿、移転、横領、流川した者または投資運営

の規定に違反した責は、封会保憐れ政部門、財政部門、監査機関から責任を問

われ、違法所得は没収、抑当1－i什月はテ封こ感づいて処分を受けることも盛り込

まれている（第91条）。
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12　附則

農民工の社会保険への加入については、都市部で就業する農村住民は本法の

規定に1．もづいて社会保険への加入が規定されてはいるが、強制適川の規定には

守ってない（第95条）。

また、近勺における急速な経済発展に伴って中国国内で就業し、長期滞在す

る外llも巨人も増えている事情を勒案して、97条においては「外国人が中刷k＝句

で就業する場合は、本法の規定に参照して、社会保険に加入できる」と、外何

人のネl会保険加入についての規定も設けられた。

二　社会福祉制度

政府は積極的に推進している社会福祉事業には、高齢召、孤児（り己董）と身

体障害月などに対する社会福祉がある。

1　高齢者社会福祉

2006イl木の中国における65歳以上高齢者は10419万人、人目比率は

79％となっている（前年比02ポイント増）。／ケ後も、高齢化が急速に進行し、

2015年頃には′【確年齢人目（15歳～64歳）が減少に転じ、2035年頃には

65避以上のl■JJ齢化率が20％を超えるとア憩されている。また、80歳以仁の

高齢署も増加しており、牛活に国難を来す高齢者に対する介護支援、生活支援

や医疇保障等の問題が顕／l化してきている。

晶齢剤こ対する支援は伝統的に家庭内扶養がlfl心であるが、一方でL頃苛臼の

就業等により、．睨実的に家庭内扶養・生活支援が国難になる≠例が増力［してい

る吊。

現存は、医療保障制度、勺金制度及び最低生活保障制度の整備が優先されて

いる。介逓支援などの－lfJ齢者保健裾祉の門川保障などについて統一イl勺な制度は

なく、家庭l相夫責、地域Hl区）によるサービス提供、個人によるサービス偶

人等による対比、が中心となっている。

■H」齢者福祉施設の供給は、需要を満たしておらず、専門的捜能職口も少なく、
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技能水準の向上課題である。また、サービスを受けるためには退職制文人、牛

金収入及び都市困窮骨に対する上甜上モ′1廿酬制．順による齢付金収入1によって

賄うことになるが、多くは家族の負榊に依拠している。

高齢撲発展5か年計画（2006イ†～2010年）において、60餞以卜の．たJ

齢者対策にl対する原則的な力l■廿作が小されているが、川休的な巾業計両やその
ノ夫俺、H」政負1日は缶l也ノブ政府の歳惜1に止、じて定められる。

1996年8川こ発布された「申隼人民ハ和阿．加齢榊裾出御翫かには、l可家

と祉会は措罠を講じ、■た1齢賞のrtrLl、健康及び礼会参加の条件を改菩すると規

定している。汽級地力び）政府は、高齢賞車業を回1（経済と社会発展。l州こ取り

入れ、次第にlHl齢首頂業へ財政投入をI馴Ilさせ、什会省力面からの財政相人を

奨励し、高齢占■Jt業を経済、ネl会と協調して発展させている‖近イl、社会福川

社会化の推進を通じて、国家、集llrlが設宣した晶齢宵社会福祉機構を柱とし、

社会の力で設＼■／した－Hl齢什会福祉施設を新しい成長要素とし、コミュ　ニティー

高齢晋福相サービスを拠り所、家で養老サーヒスが受けられる高齢君社会サー

ビス体系が形成されつつある。

2005年来までに、令Ilくlの郡山コミュニティ」サービス施「没は195月カ所、

総合的なコミュニティーサービスセンターは8479カ所に遁することになっ

た。各地では訪lハJサービス、指定場所でのサービス、巡回サービスなとの方式

を適して、I11齢抑こfl音．1介護、家事サーヒス、緊急救援およびその他の無料ま

たは低い甜用の袖で利他サービス項Hを捉倶しているrJ200171から、申同政

府は3††連続してコミュニティーの．・．こ．齢省福川サービス施設を整備する「犀

光計画」を実施し、殿賀総細は134億ノ」に過し、「足光高齢ポホーム」が32

万カ所建てられたr，この．汁両は豆」齢榊）ための訪問サービス、緊急援助、相聞

の介言軋保健リハヒリ、文芸・スポーツ・レシャ一献楽なと多くの機能を備え、

3000ノJ人以仁の高齢君が一受益している‖　2005叫こは、令IRlで、lり勾して町こ

とに132カ所の耶IHlEJ齢賞福祉機構、98のコミュニティイ†民委H会ごとに

1カ所の都市■FJ齢ポ福利機構が†予在することになった1），
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2　児童社会福祉

小国における児潰福祉施策は、孤児や貧困地域の農村部等から都市に流入し

た浮浪り止などをはじめとする困窮児［封こ対する対策が巾心である、児量丁、l門

側明兼向けの統イ的な施策はない。因窮児童に対する対策は、児童福利院等

の入所施設への収容が小心となっている。（2006年人の入所牲市数は72力

人、前勺比06万人減）。また、孤児等は義子縁約によって扶養される省も多く、

2005隼に51ノJ人（前イ1比05万人減少、なお51ノ」‾人のうち13ノ」人は外

国人父付との養／縁組）にlっている〔日。

また、「lい華人艮J錘日岡未成佃呆護法」「lll華人民ハ和国教育法」などの法律

法規によると、国家は児壷に教否、計l両的接種予防などの社会福祉を提倶し、

特に身体陣吾児童、孤兄と親に道東された√など幽窮児童は、福祉、施設とサー

ビス、′l浦、リハビリ、教育を保障している。

「†1州政府は、2004年から三年前後の時間をかけて、6億元の貸令を誹】適して、

「障1■子孤児手術回復明日声l画」をノ適例し、毎年1ガ人近くの即，今日孤児に丁術を

‘実施することを決めた。2006年までに、仝匝l社会福利機鰍こ収容されている

丁的適止、才■1▲の障丁7児職こ、効果的なⅢ術を行い、矯lI胎癖と俳康lH蘭が得られ

るように翳力するとしている。

3　身体障害者社会福祉

111回のl障告宵は約8300ノ1人と推計されており、最近では労災事故や交通車

故による障J者が急増する帆吊こある。

政腑は「申嘩人民共木川耶章害者保障法」を公布、実施し、身体l障告書のリハ

ビリ、教育、労働職業、文化′lr．下、封会福神などの汰∩勺保押．を捉イハしている（

また、政肘は福利企業を設立し、障害書の雇用の確保とr；■、；竹諸の∩琶業を支持

奨励することによって、陥1ギ者の就職を干肋けする。また、臨日、f救助、集l川叉

容及び障害名福川収容機構の設l∫／などの福相を講じ、障吾宵に特別な配慮を提

供する。

障パ賞の特化した所得保障制度はなく、健‘前者と同様に、缶制度の月川に合

致する石（都市部住艮が中心）に刺してのみ手引一帖の一般的な給ィ、」が子」われる
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他、企業に対する税制優遇等を通じた成業参加（福祉工場などの障膏宵用の就

業の場の碓保）が促進されるに留まっている。就業促進以外の施策としては、

リハビリテーション等の提倶体制の整備及び障雷苦熱台等が71われている。

障害者に対するリハビリテーションや医療などについては、医療機閲や社区

（コミュニティ）のリハビリセンターが中心となって整備を進めているが、旧

政n担がl分ではなく制、ほどに拠っていることから、倶袷が不足している。

また、一部の障悠署は、社会福利院などに入居しているが、これらの施設は障

害賞に特化した施ぶではなく、困窮署向けの収容施設であり、数も少ない。

一ノブで、これらのサービスを受けるためには、医療保険や労災保険の加入者

や就業先の蝕Ⅰはしfilを受けられる一部の賞を除き、受溢〃負押となっている。

このためサービスを一才受できない障ノぷ者も多い7㌧

ちなみに、2（〕03年末の時点で、全ll～lの都rlj部の行。1403ノ」の障＃者が就

職を実現し、農刑部でも、1685力の障書省が′l席労働に従車している。259

力人の貧困ド障絹が生活保護を受けており、442力人のl掛苫晋が香椎福祉院、

ゼ人ホームで「目黒（衣、食、住、l矢、葬式）」扶養をワ受し、246ノJ人の障

丁諸が臨時救済、定期補助と特別補助を受けており、延べ701ノ」人の貧困障
ノ．t諸の衣食閲題が基本的に解決された。2003年、吾級政日射ま臨一子者事業出と

して15億ノLを支出することを決定し、祉会福祉資金も約1億ノ亡を募金した阜

4　社会優待

祉会優待制度は、優待、救済、配罠の二顆日立から成っており、トに現役軍人、

傷痍軍人、革命烈十家族、衡挿入、退役埴人およびそ〃〕家族を主体とする祉

会優待対象に、政汗†l、経済lにおいて配慮優待するrliり腰である。現／l、小国

には4000力人の優待対象がいる。

政府は優待対象の権益を保障するために、「申命烈十よ彰条例」、「軍人社会

優待条例」などの法規を公／1】した，国家は優待対象の違いとその己献度に基づ

き、社会綿済発展の水準を参照し、ソなる優待等級と基準を確立した。烈⊥遺

族、随附こなった1巨人と病タヒした吊人の遺族、傷痍甲人などに対してl畔懐救済

を美子JL、復員里人などの重山優待対象に別しては定期的に定袖のノl▲活用i助を
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子」い、義務兵家族に対しては優待金を支給する。傷痍里人などの重点優待対象

剤こは医療、住も　交通、教育、就職などの社会優待を＝う。2003年、同家

救済、補償優待対象は465万人、国家各級則政が友山した救済賃金は879億

／亡に適した。

また、r申埴人民共井川可兵板汰」、「退役義務兵配都条例」を発／‥し、退役叩

人の配椚について異体的な規定を行った。政府は、自分で職を見つけた耶rh■郡

の退役兵には一次的経済補助をわうとl■11岬に、優遇政策で欒励しているLJ　また、

農村部の退役兵が労働、生活、l矢療などでl木l難が生じた際に、解決をl判る。機関、

l川本、企業・・作業部門が人を鑓集する際に、ILJ閏の条†′lなら都市榊退役兵を

優先して痛nlL、人ツ、専門ノ校を受験する際、同等の条イ′lなら退役軍人を優

先して人′煮させる。また、退侵した現役傷痍軍人に対しては、就職、生活なと

の面において適、■1な配慮を右う。叩幹部クラスが現視から退く場合には、復日、

転業、退職などの措閏をとり、西己閏を行う。

5　社会救助

政府は、ネl会繹済発展水準に基づき、都市部のfi岡イ1上亡に対する上l達低′l活保

障、山然災告による被災苗には救折、都市部のホームレスに刺して救済を71う

と同時に、各種社会互助活動を展開させることを鼓舞・奨励している。

（1）即日州民最低′l清保障

1990勺代に入りネl会救済の一環として地力ことに独口に取り対ほれてきた

都rl州民の最低′ト活イ風貌制度は、「卜IJk】（レイオフ）」労働者が大【■‡に矧l化、

それが什会のイ＼安定矧大1となるに守り、阿務院は行政は規として「郎lt川上亡の

上長砥生浦郡■，今条例」（1999隼91」28日、lUj隼10月1中値了J）を制定し、全

国的に制度を拡大した8㌧

同条例の規定によると、非農仙・籍の郡市日民で、ハ同隼誹を閂む家族の　一

人リ1たりの収入が、一1該地の都市イi民の最低基準より低い場合、当該地での政爪＝

から邦本′li．1物門援助を獲得ことができるとしている。′1活収入源がない、労

働能力がない、法定扶養人あるいは扶義人がない祁lT招民、いわゆる「三無晋」
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に対して、、lj該地での都r州1u止低′仁清保障拭準に基づいて仝糾救助をする。

保障張準の制定は、1に都両日1軒）一人、■1たりの収入と生溝消川く準、前作の

物価数準、′目許椚凹物価桁数、、－7．．亥地最低′l子．1水門1を維持に必要な化川、リン

クする必豊のあるその他の社会保障基準及び衣創†なと枯木的′lf／を紺持する

のに必要な物【～■一丁と」功長く1帯叔務教育代用などを参照七、同時に、■1該地の祉会経

済発腺水準と最低′日．¶凪障条件に7て】「†する人数及ひ朗政び）壬′捏能力なとの状況

を勘案するとしているが、概ね各地平均賃合の20～30％で、2007年の仝ll、1

、l′均はJl182几であった‖都l冊三民上長イ針目．1仙洞日金は缶地〟政府によって

財政予算に糾み入れられる。則政面に砲かに困蝉がある地ノバこ刺しでは、中央

財政は支援をりえるし、

（2）災※救済

同家は突刺勺なl翌災苗こ対処するための応急体系とネ1会救捌．帖を創。設し

た。政肘は人民の生命と安全を凱・仙こおき、災ノ．■告が発′1＿した場合はすぐ被災

省を救助し、移動させ、災‘L■‡後は人衆を導いて生ノ勘こよるI‘1J救済、J川力火折

を行い、幸1会各部門のノJを動記し参JJさせ、災‘パがもたらした人臣封こタヒ†易と相

席損失を逼人朋に減らし、被災月の衣、食、イ†、瞑癖を確保する。名級地ノJ政

府は、財政r狩の巾から蜘即刃蓄と被災占の移動救済に川いる救済支出を拠

「Hしている。政府が被災榊〕′1子．1に川いる救済賃金は531億ノLで、そのうち、

中央政府の拠出は405億元であった－、

（3）ホームレス救済

2003咋8JJ111、政府は正式に「都市部ホームレス救助管叩規則lを実施

したn同規則は「1二り）の意止しで救済を受ける、無償で援助する」の肌州こ邦つ

いて、郡市の′l酌こ甘地がたたないホームレスに対し関心、愛。酎）救助管理を

子Jい、救済を受けるホームレスの各々の事情とニーズに状ついて、食事、宿れ、

l裏癖、通信、貼†‡郷、送迎など救済サービスを千日ている。2003イl末の時点で、

仝同に設mした救助管理センターは909ヶ所あり、そ〟川に、救済を受けた

ホームレスは21力人に1る。
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（4）社会互助

政〟こfは、社会構成員が自発的に社会の弱者を扶助し、矧閑者を救済する活動

を組織し、参与することを奨励、支持している、また、祉会得ィ、」制度の創設を

推進し、経常的な寄付援助業務機構、活動ネットワークと備董施設を設立、整

備し、随畔に各種の社会寄付を受け入れるようにしている。2003年末の時点

で、人、Ill郡市と条イ′lを捕えた中部巾には社会寄贈受押センターが2877ヶ所

あったし）

1996咋から2003年までの問、社会各界から寄付された現金と物質は、人

民弊換算で230億元、衣類と夜具が96億点、救済を受けた被災書と貧l木梢

は延へ4億人に上がっている。末鮎の政府は社区サービス業の創1■／を通じて、

矧因君達に配超七サービスを提供している。中岡各級の労働魁1台は毎作、貧l木】

職Hジフ働首家庭に封する送温暖（暖かい愛情を送ろう）流動を展関しており、

1994叶から、2004年の初めまでに、調達した慰問金は1811億7tであり、

救済を受けた賃囚職員労働召家庭は55778ノ」世帯に上がっている。

lHl可の杏級労働組合組織は旦肋保障活動を机極的に展開している。2003年

末、合川の缶級労働組合部門が倉り設した職H労働者／J助保障椚織は18人ヶ所

で、参加賞は723万人に達した。職に労働者け助保障を子Jつている労働組合

は1839ヶ所で参加人員は1485ノ」人であり、延べ600ノ」入会の職H労働者

が給付を受けたJ

6　住宅保障

住宅保l埠は社会保障の重要な枇成部分として、経済や社会の発展につれ生み

目されたものである。その政策口的は政府が同と社会の力を用いて、申m屑や

低所得lL牌の住宅吊1題を解決することである。市場経済の国家においては、住

宅の特殊朋のため、住宅啓源を配分するさいには、巾場の働きもあれば、政府

の働きもある）1990年末、l机別封宅制度の改革を始めた。その権、住宅ハ

付机音域金制、低価梢吊宅と砥家篤制度などが次から次へと4Jち目した。この

結果、・部の都IIJ部一何則luは什七といる賀席をもつ「有席占」となり、彼ら

の最低生情を保障するうえで重要な役割を果たしているり）。
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政府は、租極的に什七公ハ榔■／令制度、経清適川住宅制度、低価賃貸住宅制

度を主な内杏とする都巾部Tl宅保障制鳩の創設を相進しており、絶えずに都市

部住民）住宅条件を改善している。2003†l末の11柚で、耶■lJ鮒iKの一人、Il

たりのイ†宅建築面根は237、ド／Jメートルに適したJ

（1）イ上宅公共損立金制度

住宅公共精々金制度は政府が1附け側石の家財主宅間越を解決するための政

策什融貴丁段である】日宅公圧机イ金制度は、l畔衷機閲、事業部門、各種の企

業、社会団体、民営の非企業とそこに／l職する職首労働者のn金の▲定の比率

基づいて毎月納付し机みJ′て、職H労働捌佃人の所有とする，住宅公ハ榔■／令

は軌1日lJ刺こ預金され、職愉刊’働榊川＿宅の購買、建築、「」宅の改装などに使

われる。また、職け鼎軋拙こ住七購入のための岱†、jできるとしており、義務作、

互助性と保r；・■，1性叫、宇徴を持っている、1994年、住七公ハ恥‘′金制度は都■li部

で令l仙的に州進された。1999隼、政府は「住宅公ハ損、■／金円理条例」を発布

し、2002叶に再公／目し、住宅公ハ梢、■／金制他を浸、制化と現職化の軌道に乗せ

た。現在、住宅公八机上′▲金門f里委＝会が政策決定を行い、什亡公用恥一企管理

センターが運営し、銀柏こ朝川l座を設け、IJd政が監僧するn理休制が量本的

に催、‘／された。什宅臥－／金は規定に基づいて、企業のコストに‖llL、佃人所

得税の免除などの机税政策をソノ受することができ、預金とtl付は低利率の原則

を裏施し、待遇政策をノ又l映する。2003イ‡人の‖ht、しで、仝周の住托公共榔‘／令

紬姐こ加入した上「鋸i労働抑ま6∩45ノJ人で、根めた公代材紬‘／▲金は5563億ノ」に

卜っており、職‖‘；射軌占が什亡の偶人、建築と退職などのために引き出した令

紙は、仰人の住宅購入に埼ィ、JLた余袖は2343億ノし、32777世絹の職H労働

省家庭の住宅の購入日建築を後押しし、都rHi民′如庭叫i宅環境を改善する」

で重要な役割を果たした。

（2）経済適用住七制度

1998勺‾、中国は綽清適川イi宅制促を発J適させることを維定した。綿済適用

住宅とは、政府が優遇政策を提供し、建．毀基準、供椚対象、販亮仙1格を限定し
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た保障′tVl楢を持つ政策的な商品代宅である。以卜の条作を満たしている家庭は、

経済適用住宅の偶人あるいは賃貸を申詣することができる。その条件とは、当

該地の小節を持つものあるいは（’一う該地の配置条件位闘こ合致する鞘関係パ）、

IFJ、リ，主人民政府が指定した供給対象、イ†宅を持ってないかあるいは、別有のイ†

宅面積がlH、県人民政府の定めた基準を下回る住′七困難家庭、家庭収入がrli、

県人民政府が定めている収入韮準に符合している家庭、巾、県人艮政府が定め

たその他の条イ′lである。経済適用住宅のほほ、版元価格はJL金の保石目、わずか

な利晶を得ることを原則とし、経済適用イi宅を購入後、一定の叶隈をテl崇Jたせば、

市場で売ることもlけ能であるが、ただし収益の一定の割合を政府に納ィ、」しなけ

ればならないといる。経済通川代宅は中。■■1、審査と公小制度をノ吏施し、公開透

明ノFiを偲調し、厳栴な監′腎管押を行う。1998叶から20（13年までの川、1■こ成

した経済通川イi宅のIr」㈲iは477億、情メートルに通した。

（：り　廉価ti岱住七制度

1998隼以来、政府は積極的に廉仙Ⅰ賃貸住宅制度の創設を推進しており、絶

えず廉価閂貸住宅保閲制痩せ悪職した。政府が規定した価桁で賃貸している公

営作宅と廉価住宅に対しては、一l馴勺に不動産税、営業税を免除する。各地政

府は、l上l家の統一的な政策の指導の下、当該地の社会相済発展のノ鬼ri■は裾．ぴつ

け、郁Il潤；の最低収入家庭の廉価賃貸イ†宅制度をそれぞれの地域の実情に見

合った〟法で創建する。廉価賃岱住宅制度は財政ア算を主とし、様々なルート

を通じて、廉価は日日宅資金を調達し、住も岱貸補助をiとし、実物（家庭川【守一）

の貸し出し、家賃の削減を補充とする多様の保障方式を実施した。住宅l両親と

家庭収入が’11該地の1政府の定めた貼準以卜の家庭に封しては、’11該地政府が、

申請、韓録、順番の決定などの干配を行い、その基本要求を保障する。2003年、

仝因で35の人、中都市が最イ瓜収入家庭廉価篤賢住宅制度を創設した。

三　農村部における社会保障制度

小l止lの蔦村人11は、令lI叶人目の人多数を■l】めており、繹済発展レヘルもわり
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に低い。農村では、目地は′l碓下段であると同l柿に、′l捕手殿でもあり、1地

は張卜軸軒イゴに偶され、罠家≠瓜．J汗上川二rl岨く実子ほれているし、丑史と伝統的な

文化に影轡され、農村は家臓状義、l′1裁保障、泉族互助などの長期的な伝統を

持っている日掛、」のネ1会紺斉発展の牛、掃射こ基つき、l」接は捌、川において、都

市部と県なる社会イ風砕方法を実施している，

1農村養老保険制度の創設を模索

ノ畏村部の社会保l埠は、「71保芦制度が1994イ1に汰定されたにもかかわらず

その適川対象心が減少する川越や、医療制皮の末矧Jil了から尖際には引合救済制

度の医療救済に医療保障を刷らなければならないl川越など、様々な問題を抱え

ている。また、1995イい97年の年金改革を始まった新しい年令仙劇こおいても、

罠村部の郷鎮企業がその過日を受けるかどうかは地ノJ政府の判断に什されるな

ど、必ずしも1‘こ合に適用される状淵こはない。これらの問題に対処するため、

民′巨部は、国務院の指小に従い1991的こノ罠伸l令保険神目豆をいくつか地域を

モデル地域として選ひその．試子Jを子Jつた（ていで、Leノl都は1992fHこ「捌、」

社会養老裸険払本ノJ某（．∫式子1）を発布して、畏村年金保険制度を県レヘルの

他の地域にも普及させていった1日タ。

1990年代以後、一部の地域において、艮利社会経済矧が）‘来状に歳づき、「個

人の保険料納付をiとし、渠卜巾ド補助し、政府ま政策的に支持する」という原

則に則って、個人Il座薄根⊥W長老保険を創。設した。

2004年、政府はど封、Jの　一部の計州出席家庭に対し奨励扶助制宜か）‖∫閂Jを実

子JL始めた。農村家庭で、一人J′あるいは如）戸が二人のHl両日推した夫婦に

は、描160歳からしくなるまで　人1■1たりif、1′均600ノ」相、－の奨肋扶助金を

給ィ、」するLJ奨励扶助令の肘佃訓■央と地方政府がハ同で魚押する。2005年人

現在、この奨肋を受けている人は135力人に逢した川。

一方、令Iklの罠十、け）牛金保険加入者数は5595ノJ人で、rl臣1年末より424

ノJ人増えた。杵渕で512万人の農1」がイ1令を受け取ったが、これは前年より

120力人の増加であー）た。隼皿で支給されたくl金はあわせて586億ノ」で、前

年比42％の刑血L是初心附こおける年金保険埴令の累計夕餌パま499億ノしであ一ノ
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たく一　年末時、27の省の1201の県で1二地を徴即された農民の社会保障齢ィ、」が

実施され、1324ガの農民が基本的な生活保Ik．珊」度または年金保l埠制度の支給

対象となった。

2　新型農村合作医療制度の創設

果し址経済」llJは、人民公社等が集団的に医船を含めた1二活側；・、．沌≠hていた

が、′lJ）十川■けりノバや山場経済導入以隅、罠村合作l矢癖は急速に衰退し（1985

イ1にノ夫施／上川の【l－める割合は約50％に低下）、各家庭はI′Iらの負折で瞑癖を

受けさるをえなくなった。

上畏民の情木l項姐rAf要を保l；■ゝ：1し、痛歳による腔折的な払出を帽減し、痛気を原

l人lとする困窮問題を緩和させようと、lH可政府は2002年から巾症」のネl会統・

プールをl▲とする新彗一膿削合作医療制度を創設し始め、政府が糾織、指導、支

HL、罠Hが自由意′よこで任意加入し、政府、旋回、個人の多ノJlr日から日金を調

速する－，

2007咋9Jl［封∴（で、73億人が制度的に参加し、加入率は855％に通して

おり、」故山は、2010年までに仝l頭のJ農村でカバーするとのH糠を定めている。

rl．巾か詳細は地／」によって異なるが、基本rl勺な齢付紙は50ノLで、うち政爪が

40元（■11央政J†：fZ（〕元、地ノJ政府20元）、個人負粕が1（〕元となっている】2㌧

3　農村社会救済

′【子音保．∫引．り腰は、蔦村の貧困救済政策の一環として1956年に．．設けられた。

1960イ14日10日に聞かれた第Zl・11仝旧人民代表入会で採択された「56～

76イlの合同畏業発展要細山　で定められた文．1‡によると、／仁清保。隻月とは、蔦

利に／川し、J〔つの保護制度（右保制度）によって′日．1が保障されたtl用‡を指

す。与1休的には、労働能力を失い、所得も身寄りもない老人、病人、孤リ上、未

亡人、身体l埠ノ．7者に農村ネl会が衣、食、住、教育、葬儀のJlつを保障するもの

である‖　この′日．1保護制榎は、鴇しい人を救済するという面で多人な役割を果

たしてきた。しかし、J畏村の経済椚造の変化などにより、既〟制度は煤淡に対

応しきれなくなっている■りr

－　60－



社会保険法の制定からみたl川椚会保阻制臆の現状と誹題（り主）

その後、1994勺、l耳務院は「蔦村上保扶養工作条例」を発布し、罠民で以

下の条イ′lに合致する晶齢者、障ノ＃君と来成イ11当に、衣、企、住、医、非（人成

年者に対しては義務教育）を保障した「，その条イ′lとはきノ、走扶養膚がいない、或

いは法定姦務者がいても扶養能力がない、労働能ノ」がない、′l浦収入源がない

人達である。また、一冊）廿漬小龍なノL保．高齢者の山側を見る問題を解決する

ため、和地で肌次いで老人ホームを殺、‘／し、これら〃）人を渠・‥して扶養し、J】

保ノ∫救済利畦の一種巾要な形式で矧越させている。

政府は各地域の経沼は矧展レヘルイ、均衡と地域川の財政締漬状況の楕差が比

較的に大きいノ舟l人に張ついて、条イ′lが掛〕ている地域で罠村最低牛保桐jリ度の

8り殻を膜索することを奨励し‖その他の地域においては「政府が救助、ネ1会が

助け合い、了女らによる扶養、1地の政策を安定させる」のJ甜りの下、特別貧

「】基本′1活救済制度を∩り．1貸した。

2007佃こは、「政府所動紹て一，」の什会保障システムの整偶・肘ヒの中で、

2007年中に農村最低′＿活保障制度を恥l／することが強調され、同叶7川こは

「全国農村最細目二溝保障制度の確、■／に関する通知」が発布されたり2003イl以後、

小火政府の政制酎ヒにより、出川■i低′l活保障制度は発展しており、2007隼

末にはすへての省で価、■（した。20（〕7年末の受給月は、約3452ノJ人（前句号ヒ

約1948ノノ人椚）、桐政文＝恨104億ノしとなっている11）〔

四　中国における社会保障制度の意義と課題

1　中国社会保障制度の意義

中国の社会保障削榎は、90隼代後、l′から本楢的に推進された社会保『■告軋度

び）改中と禦備により、未熟で初歩的なものであるが、郡IIJ都とJこじ村部を包含し

た基本的な字l会保阿枠糸目みは掛‘′されている。とくに、†1一金、l矢癖、失業なと

の社会相馴■帖においては、い、像と企業（農村部は集川緯漬からの拠H）財政

でnfHしてした緋l上色の膿か一）た社会保障から、保険料の個人fl即の導入によ

り国家恩恵からrI己責伴を札洞させた「ネl会保険」へと転換したこと、農村部

においても祉会・経済）発展レヘルに見合った農村部のネl会保r削り度を百式みて
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いることは、人きな成果として評仙できるものである。

とくに、社会保険法制定においては、これまで、政胸から農村部における年

令や医療保険制度の構築の必要性を指摘する通達は出されていたものの、実際

に政〟こ」の低い指導ノ」が発揮されることはなかったが、今回の社会保険法におい

ては、封会・経済の究展レヘルに見合った農村都の新型養老保険と新型合イ′ll矢

療保険制度の構築と弓削iI■1に関する条項が明確に定められており、社会保l刷制腱

の職l州こJ工法村部を包含したことは画期的であった。

また、都Il招けにおける住民社会養老保険制度、住民基本医瞭保険制度の構築

と整備】に関する条項も盛り込まれており、社会保険の適用範l相を都ltJ部と農村

部を問わないすべての同民に広げ、国民皆保険・皆年余制度の′夫現にけりけて一

歩踏み込んでおり、大いに評価できるものと思われる。

その他にも、申‥ゝlの社会保険制度において初めて被扶真書に関する規定を

子了ったこと、全l可的に統一された社会保障番Hの導入を決めたこと、外国人の

社会保険への加入を．認めたこと、農村からの山稼ぎ者の社会保険への加入を認

めたことなどの点についても、大いに評仙しうる。

ただし、社会保険制度を含む社会保障制度全体に数多くの課題を抱えている

ことも車実である。

2　中国の社会保障制度の課題

（1）社会的弱省昭に封する保障機鹿の必要「l

社会千粧，欄」度は、本来は都市部と農村部を問わず、国艮皆、lL1のもと、Ilミ像

が統　イ畑こ幣欄し突施すへき統一イl勺かつ公、I′な政策であるへきである（－しかし、

現行のfl会保障制臆は公刊ゾlと平等刊が欠けており、枠糸nが狭く、その対象も

限られている。

周知のように、Ill閂はIH塀で一訴人きな発展途上国であり、人目も多く、経

済発展の山発点は低く、地域l吊、掛目部と農村部の皿の社会的、結滞印勺格差も

大きく、統　一的な社会f郡、．細腰システムを構築することは非常に厳しい状況に

ある。社会保障の恩恵を受ける屑は、綿済水準が高い君や絹済水準の．汚い地域

の者となっている　一力、社会的弱書（高齢書、抑諸、失業占、無・低収入苗、
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山稼ぎ占、ノ31王）なとに対する社会保聞溝川か封・さ棚が遅れており、それらへの

対症、が喫緊J）課題となっている11）（

これまでは、罠村邦、郁・l刷ほ洞腑門への支接が鮎川されているが、肘政投

入む都市部住罠の最低′H．1イ矧抑制度やイl余財沢の補1真に瓜∴もがおかれる等、必

ず1分、保障されていないU■た－齢化の進子」や離日都）上馴日、農業収入が砥水叩

であることなど、十地が安定的な′l▲i．1側時印斐とならなくなる小で、農村住tL

川稼ぎ等の弱苫凧への包打砕なHl会イ邪卸）肺1■／が急がれる1㌔

今回の祉会保険法においても、適川酬川をすべての職汁ソ；働帯までに広げる

といったように「広職l叫」細駆りを捉小してはいるが、J⊥⊆本出」引黒険と基本医

療保険帯川如こおいては、Jlll捌従業者が、［′】己上一計付）もと、任意加入を原則と

するといった形で、強制適川から外されている。また、都市部で就業する農村

部から細目稼ぎ労働書についても、附川において、本法の規定に基づきネl会保

険に加入できるといった揖別こ抒はり、億制適用には至－Jてない。また、被保

険省の被扶養省（家族）を対象から除外している、といった問題も残っている。

将来のIl～眠皆保険制度の整備にあた－〕て、Il眠、ド等の原則のもと、すへての

l恥亡に公、l′に社会保険糸田寸を提供するためには、社会保険の適川対象を被川書

の身分や職業形態によってl刈りすることなく、被扶疋家族をも適用対象に含め

るといったような、さらなる改・Yrが必要である′ノ

（2）保険料率と肘源J）問題

中国の封会保険料の資金日周連において、政府は「四・企業・個人の二君が代

l・11で創Uする」という「多チャンネル窮余供給源」という原則を確立している。

Ill国のこうした幸l会保障財政収入構造は、廿本と同じ構造を備えているが、そ

れぞれの貢任主体のfl担比率においては日本と人きな違いがある日小国におい

ては、ネほ保険J．∈令細目凧は、了として企業と職H労働茄がそれぞれ納付する

保険料である，

保険料率は、中央政府がその筒定基準を堤′卜し、地ノ政拍当該他のノ来状

に妓づいて団体的な比率を定めるとしているが、政府が捉′J、した企業の負抑

符定基準をみると、イl企保険が20％、医療保険が6％、失業保随が2％、労
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災保険が05％～2％（職種別）、山姥育児保険1％と、合封では貞金総鶴の約

30％に達する。一人、被保険者である職員労働省負担の年金、医療、失業保

険などの掛け金は、合計では平均11％にも達している。また、規定によって

机、■／イ†宅基金、教育費、福祉なども含めば、捨金の60％、うち企業拍手11分は

n金総紬の43％、個人負担分は、‡′均代金の17％にものぼる。

岬界銀行が言－1算した09勾二の税率では、Ill岡の社会保険料が181カ国のう

ち最も■蕾く、これは」ヒ欧5カ国の3倍、C7の28倍、束アジアの隣叫lや香港、

台湾の46イ削こもなる■71。

このように、社会保険料が異常に晶いため、射り側にはなはだ重いね相がの

しかかっているし、

その一方で、申国の社会保障制度の財源構造において、社会保障財源に対す

る中央政府の支出がぷ小‡眼にとどめられている。すなわち、同家負杜け）黒帯な

低さと企業負川の異謂なr’J滝の著しい対照があり、また被保険者である職H労

働省の経済的負机が非常に訴い。したがって、介業と職R労働省の負折を軽減

し、企業と職＝労働者の社会保険制度に対する理解と損極性を惹起するために

も、さらには、社会保険制度の安定的かつ持純的な運営を†㈲保するためにも、

現れの異常な別源構造を兄l百す必要、とりわけ、国の財政投入が不可欠と思わ

れる‖

（3）外国人の社会保険加入と保険料の　二重負押問題

近f「▲における申Ilくl経済の急速な成長により日Il慣易が人Il酎こ拡人され”り、

中国へ進川している日本企業は1ノJ778祉■机にlり、就労関係のある民間企

業「捌系占も6ノJ9445人2°〕いると【1われている。そのような小で、被保険省

の権益保護や偲化をホ視したと許される社会保険法では、外国人の社会保険加

入を認める規定も－．災けられており、．睨地稲川の外用人や派遣射在員が榔Iiり力＝人

になれば、外lkl人を拍1けるlト系企業をはじめとする多くの介業にとって経営

コスト上削Ilは避けられず、人きな最轡を′jえるのではと憶念されている。

ネ1会保険汰釣97条において、小Iltlll封入Jで就労する外【kl人就労月に社会保険

への加入を認める璃定が設けられており、社会保険法が施行されれば、外国人
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も社会保険に加入できることになる。しかしながら、日本と小ll～†問では社会保

障協定が締紆されていないので、すでにH本の社会保険に加入している駅在日

の場合、日申rl踊1で保冷料をfⅧlする「∵弔拍手町を強いられる‖丁稚性がある。

いまのところ、外国人への適用に関する詳紬は来定であるが、今後、現地採川

の外国人や派遣駈／【員まで矧l仙l人が義務イ吊ナられることになれば、外国人を

採川する企業や外貿企業のコスト増加は避けられない‖

しかし、l舟条においては、外国人は本法の規定に参照して、社会保険に仙人

することができるという表現に留まり、必ず社会保険に加卜人しなければならな

いという強制的な文Hは盛り込まれてない。只休的な尖施や運営管叩万はにつ

いては、今後順次公布が子Jわれると思われるが、外国人の本格的な職制適川ま

ではしばらく時11日がかかるだろう。

小川とドイツの間ではすでにネ1会保矧混定が締私一．されており、11本も締結に

向けて協議を進める必要があると想われるが、しかし、いかに急激な締済発展

を遂げている申国といえとも、日本との経済栴差はいまだ人きく、両国の社会

的・経済的・政泊的状況からして、綿糸．ほでにはしばらく時l用を要するのでは

ないかと思われる，

（4）急速な仙齢化への対応の必要作

高齢化問題は、これまでトに先進諸国の問題であるとされていたが、しかし、

近作においては途上周でも高齢化が急速に進んでいる‖

少「・rHl齢化附題が人きなネ1会問題になっている日本とl百J様、中岡でも社会

と経済の発根、′＿沼水準のlrり1、医瞭技術の進歩、＝′ト率の低卜などの原田に

よりl甑齢化が急速に進子Jしている。しかし、現任の中Il、Ⅰの社会保障状況をみた

ら、l実射保険や年金制捜、fl訓㌣＝升保障などの整備は優先されているが、介護

支援など高齢苗の福神こついては、あまり力を入れてないり　今回の社会保険浸、

においても、介護保険制度についてはまったく．て及していない。

政府は関川に対する同家、什会、地域の貢作を強調しつつ、一・．Jl齢者の牛活保

障や介適などについては、個人lli任のもと家族による扶養をi張・強調してい

るのが現状である。特に、■lJl齢宵の扶菰・介．護を含む封会イ郡碑九■i打は、本来
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は国家が担うへきものであるが、しかし関係諸法は、老粗の扶蛍・介護を家族

構成日の責任や義務であると明記し、そのすべてを完全に自己責作として個人

に転嫁させている。

一人っJ′政策などの彬彿こより、近い将来打想される急速かつ深刻な－HJ齢化・

少J’化の状況に予め備えておくために、年金や■加齢者の田村那閉りノ虹　介護保

l敬制厄など、fl会合休で高齢社会に刈応した高齢書のための社会保障システム

の整備を早急に横目寸する必要がある。

とくに、品齢化の急速な進展に伴い、老後のfl；大のィ、ノ友要l人lである介護をH

会合休で支える†lmみを創設する必要があり、将来的には財源確保のためにも、

介護保険制度の導入を検討するべきであると比とわれる。

おわりに

こβ）ように、［HItlの祉会保障制度は、90年代後、卜からの本格的な改・Yiと整

帖を通じて、未熟的で初歩的なものではるが、IH瑚）特色J）ある封会保障シス

テムの枠机みが形成された。

とくに、今山制定された社会保険法は、中Ll、ト祉会保快制度の撞木的な枠糾み

をf糾‘／したノ長本法であり、都市部と農村部とをあわせてカバーする祉会保障シ

ステムの構築を目指した初めての包柿的枠組みを提示した画期的な1用、であ

り、それが今後の申凹の社会保障制度に人きな変化をもたらすことは疑いを入

れない。

しかし、同混、では、いまだ原則的な規定に留まり、詳細は国務院などによる

別途の規定に委ねると定めた繹過措吊条文も多く、今後の′鬼施過稲や関連規定

の制定などの動きに注視する必要があるだろう。

また、以卜に挙げた課題などを勘案すれば、さらなる人間な己的三は不11J欠で

あるといえる。特に、都市部と農村部の不平でな二ノL稲造から／【じたィ、公、仁な

現状を足llL、改善するために　一肌努力する必要があると思われる。

Irl同が、l／等、ト賄■－、相圧援助の社会卜義を標棟している同家である以仁、都

Ili郡と農村部、都市部における公んと非公有、農村F綱こおける盟かな地域と賃

一一66－
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しい地域という差異、すなわちし司家政策と人力的なノ■．′別によって′lじた社会的

にィ、公、ドな現斗瓜そして憲丁か）規定と現ノ美が門離しているィ、半等な現状をこの

まま放椚すべきではない√〕

もっとも、■川瑚こおける社会的・綿清作l人況からして、都血‘邦と粗柚■附こお

けるネl会保障制度のl川越を　▲1射こ解決することは難しい，まして、何十年間も

かかって形成されてきた社会保障制痩侶その間甲に改坤・改薫できるものでは

なく、問題耀決のためにはかなりの歳JJが必要であり、さらなる努ノJと変中が

必要であることも小突である‖

11本が1955イ1から始まった高度成長を膏ユ出こ皆保険・皆年金を実現したよ

うに、小円でも．甘度成長を続けているうちに、農村邪を含む全国的に統一され

た社会保障制度整備を急く必要があるとJ書われる，fl会保障制J劇こ対する回民

や政府の関心、も高まっており、今こそが社会福祉制度や介．僅保l馴一帖を含むfl

会保障制J射）全休の改中と法整備をhう　度とないチャンスではないかと思わ

れる。
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